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本マスタープランに定める基本理念や目指すべき都市構造など、計画実現に向けた

主な取組及び目標とする指標について、戦略目標ごとに整理します。 

 
図 78 基本理念及び都市計画の方向性・目標・指標の関係  

戦略目標⑷ 災害に備えた都市環境の形成

⑷-1 地震に強いまちづくり

⑷-2 水害に強いまちづくり

⑷-3 雪害に強いまちづくり

⑷-4 災害ハザード区域を踏まえた都市防災機能の向上

指標4 ： 建築物の耐震化率の向上

戦略目標⑶ 自然と調和した快適な都市環境の形成

⑶-1 豊かな自然環境や文化的景観資源の保全

⑶-2 快適で魅力的な市街地景観の形成

⑶-3 公共用水域の水質保全による衛生的な生活環境の確保

⑶-4 空き家・空き地の適正管理及び有効活用

指標3 ： 陸奥湾の環境基準達成率

戦略目標⑵ 交通網を活用した都市環境の形成

⑵-1 公共交通機関相互の連携等による都市内交通の利便性の向上

⑵-2 広域高速交通網を活かした土地利用の誘導

⑵-3 広域高速交通網と地域観光資源を組合せた交流人口の拡大

指標2 ： 公共交通人口カバー率の維持

戦略目標⑴ 都市機能と居住の適正配置

⑴-1 交通利便性の高い区域への居住の誘導

⑴-2 拠点区域における医療・商業施設など高次都市機能の維持

⑴-3 郊外集落等における地域コミュニティの維持

指標1 ： 居住誘導区域内の居住人口密度の維持

魅力が集い ひとが行き交う 県都あおもり

戦略目標⑸ 持続可能な都市環境の形成

⑸-1 都市基盤施設や公共施設等の既存ストックの有効活用

⑸-2 既存ストックを活用した移住・定住促進や地域の活性化

⑸-3 道路等都市基盤施設の適切な維持管理

⑸-4 未整備の都市計画道路等の見直し

指標５ ： 都市計画道路整備率
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3.1  戦略目標⑴ 都市機能と居住の適正配置 

3.1.1  主な取組 

(1)  交通利便性の高い区域への居住の誘導 

【集合住宅等誘導の支援に関するあっせん等】 

都市再生特別措置法（第 88 条）に基づく届出制度を活用しながら、居住誘導区域外

における一定規模以上の住宅の建築等を行う民間事業者に対し、支援等の情報提供や

あっせんを行います。 

表 20 届出の対象となる行為 

届出対象 概要 

開発行為 ① 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

② 1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000m2以

上のもの 

③ 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの

建築目的で行う開発行為（例：寄宿舎や有料老人ホーム等） 

 

建築等行為 ① 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しよう

とする場合（例：寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とす

る場合 

 

※ 上表は国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」（H27年 6 月 1日時点版）を基に作成 

【サービス付き高齢者向け住宅の立地促進】 

高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる、

良好な環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等について、国の支援制度を活用しながら、

居住誘導区域等への立地を促進します。  



- 100 - 

(2)  拠点区域における医療・商業施設など高次都市機能の維持 

【誘導施設の支援に関するあっせん等】 

都市再生特別措置法（第 108 条・第 108 条の 2）に基づく届出制度を活用しながら、

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等を行う民間事業者に対して、情報提供

やあっせんを行います。 

表 21 届出の対象となる行為 

届出対象 概要 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外 ① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

休廃止 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

 
図 79 誘導施設の届出概要図 

  

居住誘導区域

①：届出必要 ②：届出不要

③：届出不要

都市機能誘導区域B

都市機能誘導区域内に立地する場合においても、
誘導施設に位置づけられていない場合は、届出が必要

①：届出不要 ②：届出不要

③：届出不要

都市機能誘導区域A

【誘導施設】

①商業施設 10,000m2超

②商業施設 3,000m2超10,000m2以下

③病院 入院定員20床以上

【誘導施設】

②商業施設 3,000m2超10,000m2以下

③病院 入院定員20床以上

①：届出必要 ②：届出必要

③：届出必要

①：届出必要 ②：届出必要

③：届出必要

生活拠点区域

「生活拠点区域における立地促進・維持施設」については、
当該区域内に立地する場合においても、届出が必要。

都市計画区域

①：届出必要 ②：届出必要

③：届出必要

都市機能誘導区域外に立地する誘導施設については、届出が必要

届出不要

診療所
（入院定員20床未満）

届出不要

3,000m2以下の店舗

本市における誘導施設に位置づけられて
いないため、届出不要
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【都市機能の整備】 

民間の誘導施設の整備に対する都市構造再編集中支援事業等の国の支援制度につい

て、情報提供するとともに、制度の活用に向けた支援について検討します。 

【高次な機能を有する公共施設の集約化】 

高次な都市機能を有する市の公共施設の整備（更新）に当たっては、「青森市ファシ

リティマネジメント推進基本方針 ～青森市公共施設等総合管理計画～」を踏まえ、

都市機能誘導区域内への整備（移転）について検討します。 

また、国・県の行政機関の整備（更新）に当たっては、都市機能誘導区域内への整備

（移転）に向けて働きかけを行います。 

【公有地の有効活用】 

施設の誘導に当たっては、都市機能誘導区域内にある空地等の未活用の公有地や公

共施設の再編等により生み出される公有地の有効活用を検討します。 

【土地利用に関する検討】 

都市計画基礎調査等を踏まえながら、必要に応じて、都市機能の整備に向けた用途

地域、建ぺい率・容積率、地区計画等の都市計画の見直しを検討します。 

(3)  郊外集落等における地域コミュニティの維持 

【農業従事者の拡充】 

郊外集落周辺部には、生産性の高い農業経営の根幹をなす土地基盤整備事業が実施

された農地等が広がっていることから、新規営農者や農業生産法人等の参入が容易と

なるよう土地利用方針の一部見直しを検討します。 

【移住・定住者等の受け皿としての活用】 

郊外集落部は、災害ハザード区域に指定されていない（災害発生リスクが低い）エ

リアが多く存在するため、市外からの移住・定住者や災害ハザード区域内居住者の住

みかえ先として円滑に活用できるよう土地利用方針の一部見直しを検討します。 

【市街化調整区域内の幹線道路沿道部における事業用地としての活用】 

市街化調整区域内の幹線道路沿道部については、交通利便性の高さを活かした産業

の新規参入の可能性を有していることから、自然環境及び周辺環境に影響を及ぼさな

い業種であることを前提に、事業用地としての活用が図られるよう土地利用方針の一

部見直しを検討します。 
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3.1.2  指標 1：居住誘導区域内の居住人口密度の維持 

【指標の算出方法】 

国勢調査の 500m メッシュ人口データ等を用いて居住誘導区域内人口を算出し、同

区域内の居住人口密度を算出します。 

【目標値の説明】 

居住誘導区域への居住を促進することにより、人口減少下においても一定以上の人

口密度を維持することを目標として設定します。 

具体的な効果として、居住誘導区域内の人口密度を維持することにより、同区域内

において医療・商業等の生活サービス施設が維持されることが見込まれます。 

※ 医療・商業等の生活サービス施設や公共交通を維持するためには一定の人口集積が

必要とされており、人口密度 40 人/ha（都市計画法施行規則第 8 条に規定する既成市

街地の人口密度の基準）の地区の減少により、施設の立地を支える商圏人口が減少し、

生活サービス施設等の存続が困難になるとされています。 

表 22 指標 1：居住誘導区域内の居住人口密度の維持 

目標とする指標 
基準値 

令和 2（2020）年度 

目標値 

令和 24（2042）年度 

居住誘導区域内の 

居住人口密度 
51.3人/ha 40.0人/ha 

 

  



   第 3 章 実現化方策 

- 103 - 

3.2  戦略目標⑵ 交通網を活用した都市環境の形成 

3.2.1  主な取組 

(1)  公共交通機関相互の連携等による都市内交通の利便性の向上 

【基幹交通軸の設定】 

定時性・速達性・大量輸送性に優れる鉄道線と、骨格となるバス路線を「基幹交通

軸」と位置づけ、利便性が高くわかりやすい公共交通網を形成します。 

【鉄道線の利便性向上と利用促進】 

積雪期においても信頼性（定時性）が高く、大量輸送性などに優れる鉄道ネットワ

ークを積極的に活用するため、関係機関・団体と連携し、利用の促進を図ります。 

鉄道ダイヤと連携したバスのダイヤ設定など鉄道とバスの乗換利便性の向上を図り

ます。 

新幹線と奥羽本線のアクセスの向上など新青森駅から青森駅、浪岡駅方面への輸送

サービスの充実の促進を図ります。 

【バス路線網の形成】 

本市においては、市中央部から郊外部までのバス路線網が構築されており、バス路

線が本市の公共交通網の中心的な役割を担っています。 

今後においては、人口減少や土地利用の変化に柔軟に対応することが必要となって

くることから、バス路線を下表のとおり区分し、それぞれの路線区分ごとの役割に基

づいた、効果的で効率的なバス路線網の形成を図ります。 

表 23 バス路線区分 

路線区分 主な役割 設定方針 

骨格線 ・ 走行性、定時性、運行頻度に関

して高水準な路線 

・ 国道 4 号・7号・103号等を運行する路線 

・ 交通需要量の多い路線 

・ 青森市の主要な交通流動パターンと整合した

路線 

・ バス優先施策が可能となる多車線路線 

幹線 ・ 骨格線を補完する路線 

・ 市街地内を広範囲にわたってサ

ービスする路線 

・ 放射状に伸びる幹線的な道路を運行する概ね

30 便/日以上の路線 

・ 交通需要量の比較的多い路線 

支線 ・ 生活交通の確保 ・ 骨格線・幹線以外の交通需要量の比較的少な

い路線 
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(2)  広域高速交通網を活かした土地利用の誘導 

【内陸型工業拠点の形成】 

西部工業団地、南部工業団地、中核工業団地、大釈迦工業団地においては、自然環境

及び周辺環境との調和に配慮しつつ、未利用地への工業機能の集積を誘導するなど、

広域高速交通網を活用した内陸型工業拠点の形成を図ります。 

【流通拠点の形成】 

青森中央卸売市場をはじめとする卸売業が集積する問屋町・卸町地区及び、自動車

運送業等が集積する青森総合流通団地においては、近年の流通環境の変化を踏まえ、

流通業の集積や市場機能の拡充を誘導するなど、広域高速交通網を活用した流通拠点

の形成を図ります。 

(3)  広域高速交通網と地域観光資源を組合せた交流人口の拡大 

【広域交通拠点間の連絡性の向上】 

青森空港・青森港・新青森駅・青森駅における、交通結節機能及び二次交通を強化す

るなど広域交通拠点間の連絡性を向上させることにより、市民や観光客等来街者の利

便性確保を図ります。 

【インバウンド対策の強化】 

訪日外国人観光客の受入環境の強化に向け、公共交通に関する案内情報の多言語表

記などインバウンド対策を強化します。 

【観光施策等との連携】 

青森駅周辺へのアクセス性の向上を図り、観光振興や商店街と連携した賑わいの創

出に寄与する取り組みを推進します。 

また、観光客等来街者の交通利便性を向上させるため、新青森駅・青森駅などの交

通拠点と観光施設を結ぶシャトル・ルートバスの運行を強化するなど、二次交通の充

実を図ります。 
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3.2.2  指標 2：公共交通人口カバー率の維持 

【指標の算出方法】 

鉄道駅から半径 800m 圏内及びバス停留所から半径 300m 圏内の居住人口を、本市行

政人口で除して算出します。 

【目標値の説明】 

高齢化の進行や多雪都市である本市の特徴を踏まえ、鉄道駅やバス停留所へ徒歩で

抵抗なく移動できる範囲として、鉄道駅から半径 800m 圏内及びバス停留所から半径

300m圏内の居住人口割合を維持することにより、市民の大多数が公共交通機関を利用

できる環境を維持することを目標として設定します。 

表 24 指標 2：公共交通人口カバー率の維持 

目標とする指標 
基準値 

令和 2（2020）年度 

目標値 

令和 24（2042）年度 

公共交通人口カバー率 83.6% 83.6% 
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3.3  戦略目標⑶ 自然と調和した快適な都市環境の形成 

3.3.1  主な取組 

(1)  豊かな自然環境や文化的景観資源の保全 

【自然保護意識の醸成】 

森林などの自然を活かした公園の利用をはじめとする、市民が身近な自然に触れ合

うことができる機会の活用や、花苗等の提供などによる緑化意識の普及啓発を通じて、

関係団体と連携しながら市民の自然保護意識の高揚を図ります。 

また、次世代を担う子供を対象に、国・県と共同で、森や川の役割・重要性を学ぶ機

会を提供し、自然保護意識の醸成を図ります。 

【自然環境を守り育てる活動の充実】 

自然環境破壊につながる行為についての注意を呼びかけ、自然を保護・保全しなが

ら適正な利用の促進を図るなど、市民や関係団体と連携した自然保護活動を進めます。 

また、地域の身近な森林の環境美化活動など、市民や関係団体と連携した自然環境

の保全活動を進めます。 

【景観形成重点地区の設定】 

歴史・文化的景観資源の残されている地区においては、その周辺部（景観形成に係

る緩衝地帯）を含めた範囲について、重点的に景観形成を図る地区として「景観形成

重点地区」として設定することにより、良好な景観の形成に努めます。 
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(2)  快適で魅力的な市街地景観の形成 

都市景観については、地域の歴史、培われてきた自然や風土、生活、文化、雪国とし

ての生活様式等のかけがえのない市民共有の財産を守り、有効に活用するなど、快適

で個性的な都市環境を次世代に引き継いでいくことが重要であるため、人と自然が共

生する都市環境の創出の場として、公園・緑地の充実や、緑と花にあふれた潤いのあ

る美しい街なみの形成を図ります。 

＜青森地区中央部＞ 

誰もが快適で魅力を感じる景観を創出するとともに、歴史的資源や遺跡と調和する

周辺景観の形成、緑豊かな街なみの形成を図ります。 

＜青森地区南部＞ 

自然環境に調和した幹線道路沿いの景観に配慮するとともに、豊富な歴史・文化的

資源や自然的景観資源の保全を図ります。 

＜青森地区東部＞ 

自然環境の保全に努めるとともに、浅虫地区の情緒ある個性的な地域景観の形成に

努めます。 

＜青森地区北部・西部＞ 

津軽半島と陸奥湾の自然環境に調和した海岸線の保全に努めるとともに、田園地帯

に配慮した景観の保全を図ります。 

＜浪岡地区＞ 

自然と調和した市街地景観の創出を図るとともに、中世の館、浪岡城跡、高屋敷館

遺跡などの豊富な歴史・文化的資源や、りんご畑などの特色ある自然景観の保全を図

ります。 

(3)  公共用水域の水質保全による衛生的な生活環境の確保 

【汚水処理に係る水洗化の促進】 

汚水処理施設について、費用対効果や地域特性などに応じた効果的・効率的な整備

を進めます。 

また、公共下水道などの汚水処理施設整備済地区において、未だ水洗化がなされて

いない住宅や事業所に対し、普及啓発活動を通じて水洗化を促進します。 

一方で、公共下水道などの汚水処理施設の整備予定がない地区においては、住宅へ

の合併処理浄化槽の設置を促進するとともに、設置された浄化槽の適正な維持管理を

促進します。 

  



- 108 - 

(4)  空き家・空き地の適正管理及び有効活用 

【住み替え支援の促進】 

空き家をはじめとする既存住宅ストックの情報提供などにより、居住ニーズに応じ

た円滑な住み替えを促進します。 

【住宅関連情報の提供】 

住まいに関する情報が容易に収集できるよう、青森県及び関係機関との連携強化に

よる住宅セーフティネット機能の充実を図るとともに、住生活に関わる住宅相談窓口

や市ホームページなどを通じて、住宅関連情報を提供します。 

【空家等の適切な管理と利活用促進】 

周辺の生活環境に悪影響をもたらしている空家等の所有者等に対し、自主的な管理

を促すため、管理依頼文書を送付し、将来的に特定空家等となることを予防するとと

もに、利活用可能な空家等の所有者に対し、空き家・空き地バンク制度のパンフレッ

トを送付する等、物件登録に向け働きかけます。 

【冬期間の空き地の有効活用】 

住宅密集地域の空地を地域住民の雪寄せ場として活用するなど、冬期間の空き地の

有効活用を図ります。 

3.3.2  指標 3：陸奥湾の環境基準達成率 

【指標の算出方法】 

陸奥湾の水質調査（3 地点）における環境基準の達成率を算出します。 

【目標値の説明】 

閉鎖性の強い水域である陸奥湾において、良好な水質環境を将来にわたって保全し

ていくためには、海だけではなく森里川海での一体的な活動が必要であることから、

陸奥湾における水質環境基準の達成により、自然と調和した快適な都市環境を実現す

ることを目標として設定します。 

表 25 指標 3：陸奥湾の環境基準達成率 

目標とする指標 
基準値 

令和 2（2020）年度 

目標値 

令和 24（2042）年度 

陸奥湾の環境基準達成率 94.1% 100% 
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3.4  戦略目標⑷ 災害に備えた都市環境の形成 

3.4.1  主な取組 

(1)  地震に強いまちづくり 

【市有建築物における耐震化の推進】 

市有特定建築物を倒壊等から守り、災害時は避難場所等の拠点施設を確保し被害の

拡大を最小限に抑えられるよう、多数の者が利用する特定建築物に重点を置き、計画

的に耐震化を進めます。 

このほか、その他の市有建築物については、市有建築物全体の今後の在り方や必要

性などを総合的に勘案して、耐震化が必要と判断されるものについて耐震化に努める

こととします。 

【住宅における耐震化の推進】 

＜耐震化の支援＞ 

旧耐震基準で建築された住宅の所有者が、耐震診断及び耐震改修を行いやすくなる

よう、国及び県の耐震化支援施策と連携し、耐震化の支援に努めます。 

＜相談体制の充実、普及啓発の促進＞ 

県や建築関係団体等の関係機関と連携し、市の相談窓口や地域コミュニティ活動な

どを通じて耐震化の必要性について周知します。 

【民間特定建築物における耐震化の推進】 

＜耐震化の支援＞ 

旧耐震基準で建築された民間特定建築物の所有者等が耐震診断及び耐震改修を行い

やすくなるよう、国及び県の耐震化支援施策と連携し、耐震化の支援に努めます。 

＜普及啓発の促進＞ 

防災査察や建築基準法に基づく定期報告制度1を活用し、耐震診断及び耐震改修を行

っていない建築物の所有者等を把握し、耐震化の必要性について周知します。 

  

                                                      
1 定期報告制度とは、建築基準法第 12条の規定により、特定行政庁が指定するものの所有者が、定期

に建築物の敷地、構造及び建築設備についての損傷、腐食などの状況を調査し、特定行政庁へ報告

することをいいます。 
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(2)  水害に強いまちづくり 

【治水安全度の向上】 

治水事業については、水源地から河口までの水系を一体として捉え、治水・利水の

調整を図りつつ、総合的な事業の計画的推進を図るとともに、過去の水害発生状況や

河川整備の現状を踏まえ、国・県をはじめとするあらゆる関係者との協働により、流

域全体の治水安全度2を高めるための取り組み（流域治水）を進めます。 

また、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」「被害対象を減少させるための

対策」「被害の軽減及び早期復旧・復興のための対策」として、二級河川貴船川の河川

改修や普通河川の浚渫、下水道施設及び防災拠点の整備等を総合的かつ多層的に進め

ます。 

【重要施設の立地場所と防災拠点化】 

行政関連施設や要配慮者に関わる施設等については、できる限り浸水の危険性が低

い場所に立地するよう整備を図ります。 

なお、やむを得ず浸水の恐れのある場所に立地する場合には、非常用電源の設置場

所の工夫、情報通信設備の整備や必要な物資の備蓄等により防災拠点化を図ります。 

【津波に強いまちづくり】 

指定緊急避難場所や避難路の整備等、避難関連施設の効率的・計画的整備を行うと

ともに、民間施設の活用による避難関連施設の確保、建築物や公共施設等の耐浪化等

により、津波に強いまちづくりを進めます。 

また、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則とし、

できる限り短時間での避難が可能なまちづくりを目指します。 

  

                                                      
2 治水安全度とは、洪水に対する安全度合を確率で表すもので、例えば、10 年に一度発生する洪水に

対して安全な場合は「治水安全度 1/10年」、100 年に一度発生する洪水に対して安全な場合は「治

水安全度 1/100 年」と表現します。 
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(3)  雪害に強いまちづくり 

【豪雪時における体制と対応】 

豪雪時においては、道路幅員確保などのための排雪作業が多くなることから、国・

県・関係機関と連携しながら、除排雪作業に必要な重機やダンプトラックの確保を進

めるとともに、国・県との相互連携が必要な取り組みについて検討することにより、

速やかに雪堆積場を拡大できる体制の整備を図ります。 

【豪雪災害時における体制と対応】 

豪雪災害時においては、屋根雪の処理が困難な世帯への支援や通学路等歩道の確保

といった、市民からの相談・要望に迅速に対応するための雪処理体制を構築します。 

また、国・県・警察などと連携した監視や対応を一層強化するとともに、必要に応じ

て災害対応に関係する機関への派遣・協力要請を行います。 

さらに、ライフラインなどの重要な都市基盤を管理する企業や各種団体とも連携し

ながら、市民・事業者・行政の協働による対応を進めます。 

【防災活動拠点施設等周辺の道路交通の確保】 

冬期の災害発生時においても、地域住民による迅速かつ適切な避難行動や避難所運

営等が自主的に行えるよう、適切な除排雪の実施により防災活動拠点施設等周辺の道

路交通の確保に努めます。 

また、災害発生時に防災資機材や生活必需物資を備蓄している防災活動拠点施設か

ら物資輸送ができるよう、適切な除排雪の実施により幹線道路などの主要な路線の道

路交通の確保に努めます。 

【雪に強い住宅等の整備】 

積雪時に大規模な地震が発生した場合に、建築物の倒壊等による人的被害の甚大化

が懸念されることから、雪に強い住宅等の整備を進めるため、既存建築物への屋根融

雪施設の設置や、克雪屋根（無落雪屋根）への改修、敷地内への融雪施設の設置の促進

に努めます。 
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(4)  災害ハザード区域を踏まえた都市防災機能の向上 

【地域地区の指定】 

適切な用途地域を定めることにより、用途混在による防災上の阻害要因を排除します。 

また、防火地域及び準防火地域を指定し、建築物に対する規制を強化することによ

り、市街地における火災を防止します。 

【都市基盤施設の整備】 

道路（街路）を整備することにより、避難路、延焼遮断帯、緊急輸送路、重要物流道

路、消防用道路等を確保します。 

また、公園の整備及び外周部の植栽緑地化を推進することにより、指定緊急避難場所、

避難路、延焼遮断帯等の都市防災空間を確保するとともに、一時避難地となる近隣公園・

緑地等への災害応急対応施設（耐震性貯水槽等）の計画的な整備を促進します。 

さらに、下水道施設の耐震性を強化することにより災害時における衛生的な生活環

境を確保します。 

【災害ハザード区域からの移転対策】 

災害が発生した地域又は災害ハザード区域のうち、住民の居住に適当でないと認め

られる区域内にある住居の集団的移転を促進します。 

また、災害ハザード区域等にある既存不適格住宅の移転を促進することにより、市

民の生命の安全を確保します。 

【地域防災力の向上】 

災害の発生に際しては、従来の広域的な都市防災体制だけではなく、地域レベルで

のきめ細やかな対応が求められており、地域住民の担う役割が増していることを踏ま

え、地域住民と行政の連携を一層強化するとともに、地域住民が「自ら考え、自ら行動

し、自らつくるまち」という自主防災意識の成熟化により、地域コミュニティにおけ

る防災力の向上を図ります。 
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3.4.2  指標 4：建築物の耐震化率の向上 

【指標の算出方法】 

本市内に存在する特定建築物や住宅のうち、耐震性を有するものの割合を算出します。 

【目標値の説明】 

国においては、令和 7 年度までに耐震性が不十分な住宅及び耐震診断義務付け対象

建築物を概ね解消することを目標としていること及び本市の状況を踏まえ、地震発生

時における市民の生命、身体及び財産を保護することを目的として設定します。 

表 26 指標 4：建築物の耐震化率の向上 

目標とする指標 

基準値 

特定建築物：令和 2（2020）年度 

住宅   ：平成 30（2018）年度 

目標値 

令和 24（2042）年度 

 

市有特定建築物の耐震化率 96.8% 概ね解消 

住宅の耐震化率 85.5% 概ね解消 

民間特定建築物の耐震化率 84.1% 概ね解消 
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3.5  戦略目標⑸ 持続可能な都市環境の形成 

3.5.1  主な取組 

(1)  都市基盤施設や公共施設等の既存ストックの有効活用 

【施設の効率的管理と有効活用】 

空きスペースの活用による施設の複合化や省エネルギー設備の導入などにより、効

率的な施設管理体制の構築を図ります。 

(2)  既存ストックを活用した移住・定住促進や地域の活性化 

【住宅市場の活性化】 

移住・定住希望者の住宅確保が容易となるよう、空き家をはじめとする良質な既存

住宅ストックの流通を促進させるとともに、既存住宅の売買・賃貸借における安心が

確保されるような環境整備に努めます。 

【若年・子育て世代が安心して暮らせる環境づくり】 

地域で子どもを育む環境の整備や、子育て支援策と連携した子どもにとって安全・

安心なまちづくりに向けた検討を進めます。 

(3)  道路等都市基盤施設の適切な維持管理 

【計画型の維持管理の推進】 

これまでの都市基盤施設の維持管理は、「傷んでから直す又は作り替える」という事

後対策的なものでしたが、「傷む前に直して、できる限り長く使う」という予防保全的

な考え方に基づく維持管理への転換を促進し、将来にわたるライフサイクルコストの

最小化を目指します。 

【維持更新費用の削減】 

「いつ、どの都市基盤施設に、どのような対策が必要か」をアセットマネジメント3

により的確に把握し、都市基盤施設の長寿命化を図ることにより、将来にわたる維持

更新費用の大幅な削減を目指します。 

また、定期点検結果や補修工事等の履歴は、アセットマネジメントにおける重要な

情報であることから、適切な方法により記録・管理します。 

  

                                                      
3 アセットマネジメントとは、都市基盤施設を資産としてとらえ、施設全体の状態を定量的に把握・

評価することにより中長期的な予測を行うとともに、予算的制約の下で、どのような対策をどの時

点で行うのが最適であるのかを決定する総合的な管理手法のことです。 
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(4)  未整備の都市計画道路等の見直し 

【道路整備における選択と集中】 

長期間未整備の都市計画道路等については、「道路ネットワーク上重要な路線である

か」「代替路線の有無」「事業実現性の有無」などに基づき、随時検証を行います。 

道路ネットワーク上重要な路線については、効果的・効率的な整備を推進すること

とし、見直し候補となった路線については、関係機関等との調整など具体的な見直し

検討を進め、計画継続・計画変更・廃止を見極めていくこととします。 

3.5.2  指標 5：都市計画道路整備率 

【指標の算出方法】 

都市計画道路整備済延長を、同計画延長で除して算出します。 

【目標値の説明】 

交通の円滑化や市民の利便性の確保を図るため、地区の状況などに応じて必要とさ

れる機能について、検討や見直しを進めながら、都市計画道路を含む道路網の効果的・

効率的な整備の推進をすることを目標として設定します。 

表 27 指標 5：都市計画道路整備率 

目標とする指標 
基準値 

令和 2（2020）年度 

目標値 

令和 24（2042）年度 

都市計画道路整備率 67.4% 70.0％ 
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